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提言及び議論の概要 





多世代交流・共生のまちづくりに関する提言 

 

 

Ⅰ 多世代交流・共生のための国の役割と責任 

１ 人口減少社会における多世代交流・共生のためのビジョンを提示すること 

２ 多世代交流・共生のための総合的なサービス提供の仕組みをつくること 

３ 多世代交流・共生に取り組むことができる地域社会の仕組みをつくること 

４ 地域社会の発展に繋がる住環境政策への取組を推進すること 

５ 都市部と農山漁村の一体整備と交流を推進すること 

 

Ⅱ 多世代交流・共生のための都市自治体の役割と責任 

１ 多世代交流・共生への取組の基本的視点 

２ 多世代交流・共生のための総合的なサービス提供の仕組みをつくること 

３ 多世代交流・共生に取り組むことができる地域社会の仕組みをつくること 

４ 地域社会を担う人材を発掘、育成すること 

５ 職員への期待 

 



 

 

 

 

Ⅰ 多世代交流・共生のための国の役割と責任 

  多世代交流・共生社会の実現に向けて、国は現行の枠組みを抜本的に見直すべき 

 

 １ 人口減少社会における多世代交流・共生のビジョンを提示すること 

 



 ２ 多世代交流・共生のための総合的なサービス提供の仕組みをつくること 

 

 ３ 多世代交流・共生に取り組むことができる地域社会の仕組みをつくること 



 ４ 地域社会の発展に繋がる住環境政策への取組を推進すること ～多世代交流・共生を支援する住宅政

策の検討、地方への住み替え支援の検討～ 

 

 ５ 都市部と農山漁村の一体整備と交流を推進すること 

 

Ⅱ 多世代交流・共生のための都市自治体の役割と責任 

１ 多世代交流・共生への取組の基本的視点 ～暮らしやすい地域をつくる、活躍しやすい地域をつくる～ 



 ２ 多世代交流・共生のための総合的なサービス提供の仕組みをつくること 
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 ４ 地域社会を担う人材を発掘、育成すること 
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１ 地域社会の現状 

（１）多世代交流・共生への取組が求められる背景、人口増加時代との違い 

（２）地域社会が果たしている役割と機能 

（３）地域社会における阻害要因 

 

２ 多世代交流・共生への取組と地域社会に期待される機能・役割 

（１）地域社会に期待されている機能・役割 

（２）多世代交流・共生への取組の促進 

（３）地域社会を担う人材の発掘、育成 

 

３ 人口減少時代を意識した、多世代交流・共生の実現に必要な視点（発想）、環境づくり 

（１）基本的な視点 

（２）他の自治体や民間企業等との交流、協力、連携 

（３）「縦割り」ではない、市民の視点、ユーザー目線による包括的なサービス体制の構築 

（４）多世代が交流することができる拠点の整備 

（５）地域社会を育む住環境政策、未利用地（空き家、空き店舗など）の活用 

（６）多世代交流・共生を支える経済基盤の構築 

（７）市区長、市区職員に期待される役割 

（８）

（９）その他 

 



１ 地域社会の現状 

（１）多世代交流・共生への取組が求められる背景、人口増加時代との違い 

人口減少社会は負の部分だけではない。人口減少によって、過密の問題が緩和され、

ゆとりある国土利用が可能となるという面もある。都市部と農村部を一体化したまちづく

りの仕組みの検討や担い手の不足する地方へ都市部からの移住を促進することが必要

である。（提言前文） 

全国的には人口減少が進んでいるが、「人口総数」でいえば、明らかに三大都市圏に人

口が集中しており、人口構成の歪みと偏在化がある。1980 年代後半からすでに高齢化

が進んでいるこれらの地方と、これから高齢化が進む地方とは 1 世代分のタイムラグが

あるほか、後発組の高齢化はより速く進むため、課題は一層深刻である。（提言前文）

（第１章１（１）） 

一方、高齢者といっても、農業や漁業の従事者、職人・専門職と会社等の勤労者では雇

用面で大きな違いがあり、また、地域社会（コミュニティ）の様相も、都市圏と農村漁村部

では違いがある。（提言前文） 

このように、わが国では高齢社会、人口減少社会といってもそのあり方は、一様ではな

く、都市自治体によって大きく異なる。（提言前文）（第１章１（１）） 



地域社会においては、高齢者の単身世帯の増加と孤独死、子育ての相談相手がなく躾

方が分からない親による育児放棄や児童虐待など、各家庭の孤立を背景とする問題が

顕在化している。（提言前文） 

経済状況や労働条件が芳しくなく、地域における雇用の創出も難しい。生活基盤・経済

基盤が弱いままでは、子どもを授かっても育児放棄や児童虐待、非行や少年犯罪に繋

がってしまう恐れがある。（提言前文） 

子育て

の時期と親の介護の時期が重なる「ダブルケア（介護と育児の同時進行）」の問題が顕

在化している。（提言前文）（第４章１）



「多世代交流・共生の取り組み」は、全体として人口が減少していく中においても、全ての

人が安心して暮らし続けられる明るい地域社会（コミュニティ）をいかにして形成していく

べきかを模索するものである。問題は人口減少そのものではなく、その中でいかに世代

間のバランスを取り、地域社会（コミュニティ）で市民が支えあう仕組みをいかに育ててい

くかにある。（提言前文） 

こういった点について国家的なコンセンサスが必要である。（関連 提言Ⅰ１） 

（２）地域社会が果たしている役割と機能 

子どもの頃から、自らがまちの現状の学びを深め、まちをもっと知っていくことによって、

私たちの生き方を考える社会とする必要がある。（提言Ⅱ４） 

平成 26 年度、全国市長会が出生率の高い都市自治体に対して行った調査では、出生

率が高い要因は、①地域コミュニティの充実、②育児支援が受けられる親族や友人・知

人の存在、③子どもの成長に対する地域社会の高い関心、が挙げられている。（提言前

文）（第２章２） 

（３）地域社会における阻害要因 



また、まちづくり、児童福祉、高齢者福祉、医療、防災などに関する国の政策の連携が

取れておらず、圏域が異なることで、地域社会（コミュニティ）における連携が難しいという

状況が生じている。（提言Ⅰ３、Ⅱ２）（第３章４（４）） 

多世代交流・共生の視点から言えば、今後は、まちづくりに市民が関与していく必要があ

るが、まちづくりに市民が関与する機会や仕組みは乏しく、地域の道路や公園、集会施

設の整備・メンテナンスや景観協定など、市民側から要望や提案をする際の担当部署が

異なり、行政内部の連携も取れていない。（提言Ⅱ３）（第５章２） 

２ 多世代交流・共生への取組と地域社会に期待される機能・役割 

（１）地域社会に期待されている機能・役割 



地域社会（コミュニティ）においては、地域の生活課題の解決に向けて、住民だけではな

く、まちづくりに携わる当事者・関係者が協働する「場」を構築することも有意義である。

（提言Ⅰ３、Ⅱ３」）（第５章１） 



（２）多世代交流・共生への取組の促進 

多世代交流・共生の促進のためには、一つは多世代が「暮らしやすい地域をつくる」視点

が必要であり、もう一つは多世代が「活躍しやすい地域をつくる」という視点が必要であ

る。（提言Ⅱ１）（第２章３） 

協議会型住民自治組織は住民の自然発生的、自主的な取り組みを尊重する形で形成

を図るほうが幅広い意見を吸い上げることができるとも考えられる。（提言Ⅱ３）

多世代が「暮らしやすい地域をつくる」という視点では、各地域で自主的に活動に取り組

んでいる住民自治組織に主体的にまちづくりを考えてもらうことが有効である。（提言Ⅱ

１）（第２章３） 



「多世代交流・共生に関する取組」として、イベントの開催や地域資源を活かした活動、

郷土学習を行っている自治体が多い。また、「多世代交流・共生の活動拠点」として利用

する施設を整備している自治体も多い。（提言Ⅱ３）（アンケート調査結果） 

住民自治組織づくりの手法として、自治会に予算を枠配分して、地域主体の事業につい

ては地域住民自身に執行管理をお任せする、という方法もある。また、地域住民の側か

ら、行政に対してプレゼンをして、資金提供を求める仕組みもある。市の事業に地域とし

て参画・提案する、あるいは自分たちで仕事を任されることによって、住民同士が協議

し、コミュニケーションを図ることに繋がる。いずれにせよ、様々な仕組みで住民自治組織

づくりを進めていく必要がある。（提言Ⅱ３）（第２章３） 

多世代が「活躍しやすい地域をつくる」視点では、地域を超えた市民の活性化、協働ある

いはNPO化を図ることで、若者や女性たちが起業するとか、潜在的な力を発揮してもらう

ことが有効である。（提言Ⅱ１）（第２章４） 

協議会型住民自治組織に小中学校のＰＴＡが参加する仕組みも効果的である。（提言Ⅱ

４） 

（３）地域社会を担う人材の発掘、育成 

まちづくりの担い手を育成するため、住民自治組織と連携して、住民を対象としたセミナ

ー等を開催している自治体は多い。また、市域内の大学等と連携して、まちづくりの専門

家を養成し、卒業生が地域社会（コミュニティ）のキーパーソンとなっている自治体もあ

る。大学等と連携して、卒業生の地元定着に取り組むことが効果的である。（提言Ⅱ４） 



３ 人口減少時代を意識した、多世代交流・共生の実現に必要な視点（発想）、環境づくり 

（１）基本的な視点 





（２）他の自治体や民間企業等との交流、協力、連携 

多世代交流・共生のまちづくりを進めるためには、地域における若者や高齢者の雇用の確

保や自活支援も必要であり、このためには民間企業や社会的事業体との協働も求められ

る。（提言Ⅰ３）（第２章４） 

人口減少を抑制し、多世代の交流を促すまちづくりの観点からは、多世代が共生し暮らせる

集落や市街地の形成を図るとともに、地域社会（コミュニティ）をつくる上で必要な産業の形

成や人材の育成、資金調達の仕組みづくりや地域内外のネットワーク形成などを推進する

必要がある。こうして地域産業が市民とともに地域社会（コミュニティ）に貢献していく仕組み

づくりに取り組むべきである。（提言Ⅱ３）（第２章４） 

多世代交流・共生のための各種の行政課題に全て自治体単独で対応することには無理が

あり、周辺自治体が相互に連携し、協力し合うことも必要となる。市区町村という区域では

なく「生活圏」という発想で物事を考えた方が良い場合もあり、国としても広域連携の取り組

みを一層推進する必要がある。（提言Ⅰ５）（第１章５） 

多世代交流・共生を進めるためには、都市部と農山漁村の交流も重要である。都市部の

自治体は農山漁村部の自治体と交流を深めることによって、都市部の「マンパワー」が

農山漁村の住民の暮らしを支え、農山漁村の「自然」「風土」が都市部の住民の「心」（昔

ながらの日本人の暮らしや生活から学ぶ）を支えることに繋がる。（提言Ⅰ５） 

このため、国としても若者の体験交流（学習）事業や農林漁家民泊など都市部と農山漁

村の交流に資する施策を積極的に支援すべきであり、農山漁村との交流を推進する政

策について法的措置を含め検討すべきである。（提言Ⅰ５）（第２章３） 



農林漁家民宿や農林漁家民泊を通じて、地域間多世代交流へと広がり、地

域間で共生する意義が住民間にも浸透し共有されていく。（提言Ⅰ５）（第２章おわりに） 

都市部と農村部を一体で考えるメリットとしては、都市の郊外への拡大を抑制することに

より、都市中心に機能を集約したコンパクトな都市構造への転換の契機となる。また、企

業の農業参入、農業の六次産業化、グリーンツーリズムなどが総合的かつ計画的に展

開し、農業をとりまく産業競争力の強化が可能となる。（提言Ⅰ５）（第１章６（４））

本来、都市と農村は、一元的で包括的な土地利用に係る法体系であるべきであり、重層

的で複雑なわが国の土地利用に係る法体系を基礎自治体が一元的な主体として総合

的かつ計画的に行うことができるよう、都市計画法、建築基準法、景観法、農地法、農

振法、森林法等の全面改正と、あらたな統一的な「都市農村計画法（仮称）」の制定が

望まれる。（提言Ⅰ５）（第１章６（３）） 

（３）「縦割り」ではない、市民の視点、ユーザー目線による包括的なサービス体制の構築 

多世代交流・共生のためには、法令や条例、補助金や予算、資格や制度、施設や設備

などの整備、運用に際しては、サービスの相手である市民の視点、ユーザーの目線で考

えることが肝要である。「高齢者」「児童」といった分野を問わない包括的な福祉施策や、

地域の実情を考慮した総合的なサービス提供の創設が求められる。（提言Ⅰ２、Ⅱ２）

（第３章４（４）、（５）） 

子ども子育て支援、児童自立支援、高齢者支援、生活困窮者支援、障害者支援といっ

た福祉施策に関する様々な情報が地域の中で共有でき、包摂的な体制となるような仕

組みが必要となる。その一つの方法として、社会的空間や物理的空間に全ての課題を

落としてみる「スペーシャル・プランニング」という考え方を導入すべきである。（提言Ⅱ２）

（第１章５（１））

育児や介護に関する支援制度が整備され、それぞれの専門家が育成されてはいるが、

縦割りの支援制度となっており、ダブルケアの問題等に対応できていない。包括的・総合

的な福祉サービスの提供が可能となるよう、施設整備基準や人員配置基準等の早急な



見直しが必要である。（提言Ⅰ２）（第４章７） 



多世代交流の場としてのダブルケアカフェの設置なども有用である。「親世代・私世代・

孫世代」が話せる井戸端会議として、団塊世代と団塊ジュニア世代が語り合うきっかけと

なればいい。（提言Ⅱ３）（第４章９） 

育児や介護に関する支援制度が整備され、それぞれの専門家が育成されてはいるが、

ダブルケアの問題も考慮に入れて、都市自治体としても、育児と介護の両立を支援する

仕組みに取り組むべきである。（提言Ⅱ２）（第４章７） 

（４）多世代が交流することができる拠点の整備 

世代を超えた横断的な活動を支援するためには、拠点的な交流施設とともに、保育施設

へのデイサービス施設等の併設や、特別養護老人ホームへの子育て・交流スペースの



設置など、交流をスムーズに誘導するためのスペースの設置を行っていくことが有効と考

えられる。（提言Ⅰ３）（アンケート調査結果） 

既存施設の活用に当たって、小中学校の廃校舎や空教室が柔軟に活用できるよう、ま

た、児童福祉施設の介護施設への転用などが柔軟にできるよう、国庫補助金返還免除

制度の拡充を行うことが望まれる。（提言Ⅰ３） 

（５）地域社会を育む住環境政策、未利用地（空き家、空き店舗など）の活用 

住宅所有者が住環境の整備やまちづくりに参画する仕組みがあれば、自ずと住民が集

まり、知り合うきっかけが生まれ、コミュニティとしての成長が期待できるのであり、集合住

宅における仕組みを参考に、地域社会（コミュニティ）の仕組み作りを考えていく必要があ

る。例えば、多世代が入居するマンションに対して容積率を緩和することによりその誘導

をしたり、マンション１階へ店舗を併設することを誘導したりすることも検討すべきである。

（提言Ⅰ４）（第５章１、２） 

「マイホーム」「持ち家」にこだわらなければ、ライフステージとその地域の行政サービスの

「質と量」に応じた「住み替え」という考え方もある。「高齢者の地方移住」に限らず、例え

ば「子育て世代に対する住宅支援」もある。（提言Ⅰ４）（第５章３）

 

空き家問題への対応は多世代交流・共生に有意義だが、居住政策、福祉政策、都市計

画、まちづくり、更には不動産や開発事業者との連携も肝要である。対処療法も大切だ

が、総合的な視点を持って対応を図っていくべきである。（提言Ⅱ３）（第５章３） 

（６）多世代交流・共生を支える経済基盤の構築 



さらには、市民や金融機関が「責任ある投資」行為を通じ、多世代交流・共生のまちづく

りを支援できる条件整備を急ぐことが重要である。（提言Ⅰ３） 

コミュニティビジネスの財政基盤確保の手法を考えると、市民自らが自らの貯蓄を投資に

変え、若者世代や女性がビジネス手法で地域課題の解決やまちづくりに取組むことがで

きる手法としてクラウドファンディングが注目されている。高齢者世代を含めてその貯蓄を

地域のために活用できるよう、安全に安心してクラウドファンディングに導くコーディネータ

ー制度の充実等に国や自治体は早急に取組むべきである。（提言Ⅰ３）（第２章おわり

に） 

（７）市区長、市区職員に期待される役割 

 

政策立案やまちづくりのプランナーである市区長及び自治体職員の働き方も変えていく

必要があるのではないか。同じ地域に暮らす住民として、地域の一員としての視点から

物事を考えることも大切である。（提言Ⅱ５） 



さらに、都市自治体職員には、地域のコミュニティ活動への理解や参加を通じ、コミュニ

ティ活動の一員となって、「市民を励まし、市民の背中を後押し」する意識と行動が期待

される。（提言Ⅱ５） 

多世代交流・共生の進展のためには、都市自治体の全部課・全職員が、それぞれの部

署の業務を通じて、市民や多様な主体と目標を共有し、協働するという意識を持つこと

が重要であり、地域社会における多様な主体をコーディネートしていく役割が期待され

る。（提言Ⅱ５） 

時間軸でプロジェクトを整理した「ロードマップ」、市域又は圏域という空間上で事業を整

理した「エリアマップ」、各事業に参画するプレイヤーと役割分担を整理した「ステイクホル

ダーマップ」をつくってみてはどうか。専門分化している事業を総合化してみることより、事

業に従事している職員の意識の変革を図ることが効果的である。（提言Ⅱ６）（第１章お

わりに） 

（８）多世代交流・共生のために市民に求められること 

（９）その他 
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仮設トイレの設置

災害対策本部の設置

エレベータの復旧依頼

備蓄物の配付

建物被害状況の把握

インフラ情報の伝達

居住者の安否確認

避難誘導・補助

避難連絡

仮設ト

イレの

設置

災害対

策本部

の設置

エレ

ベータ

の復旧

依頼

備蓄物

の配付

建物被

害状況

の把握

インフ

ラ情報

の伝達

居住者

の安否

確認

避難誘

導・補

助

避難連

絡

居住者・自治会

管理組合の役員

業者・専門家

管理会社

現地の管理担当者

行っていない



































 













～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

～ 歳

歳以上

女

男





































相談

支援計画

情報の共有

関係機関との連携

宇部市子育て世代包括支援センター
（宇部市保健センター内）

妊婦教室、育児相談、
産後・生後 週間ヘルス
サポート事業、

・産後ケア（ショートステイ、
デイサービス）、

・ハートつながるブック
スタート事業など

地区担当保健師

保健センター

・医療機関
・家庭児童相談室
・山口県児童相談所
・保育園・幼稚園

・子育て支援センターな
ど

妊娠届出
時に面接

困りごと
の相談

連携

連携

連携

関係機関



介護予防

高齢者総合
相談センター

宇部市地域支え合い包括ケアシステム

住まい

見守り
生活支援

介護

医療

元気コミュニティの創生

防災

子どもの
健全育成

校区支え合い会議

健康づくり

地域資源
活用 プロジェクト支援員

地域・保
健福祉支
援チーム
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